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はじめに � 問題の所在 �

本稿の問題の所在を述べる前に，本稿の考察内容
の前提を述べておきたい．筆者は，以前にアメリカ

病院会計協会（������� �������� �����������：以
下，���）によって公表された「統一的勘定体系及び
定義（����年版）」（������� ����� ���� ��� ��!

"�#������� ��� ���������，����：以下，����年版と
する）��と，その改訂版である病院勘定体系（����

年版）（����� �� ���� ��� ��� ���������，����：以
下，����年版とする）��を考察した．本稿と関連す
る部分に限定して述べるとすれば，後者の考察で明
らかになったのは，����年版と����年版を比較検

討した場合に，����年版では，主に病院の勘定体系
を提供する役割のみであったのが，����年版では，
その役割だけでなく，病院会計の理論的規範及び実
践的規範としての役割も存在することである．その
両規範としての役割を果たすために，����年版に
おいては，病院の会計原則の基礎として，�つの基
礎概念（$�%&� �'��()*%）と 
つの会計慣行
（���'��*&�+ �'��(�*&'�%）を取り上げ
ている．

そこで，本稿では，以前，����年版を考察した際
に，紙幅の関係上考察出来なかった 
つの会計慣行
（���'��*&�+ �'��(�*&'�%），すなわち，
発生主義会計（���� �� $���� �� ���� ����,），基
金会計（- �! ���� ����,）及び費用収益対応の原
則（.������, /�0�� �� ��! (1������）のうち，病
院会計を含めた，アメリカの非営利組織体の特徴で
ある基金会計（- �! ���� ����,）と，病院の特異
な属性を示している費用収益対応の原則（.������,

/�0�� �� ��! (1������）を中心に，詳細に考察す
る．

会計慣行（���������	 ���
�������）

の考察

．基金会計（���� ����������）の考察

����年版において会計慣行として取り上げられて
いる基金会計（- �! ���� ����,）を考察する前に，
最初に，病院会計において基金会計が採用されてい
る歴史的背景について考察する．次に，����年版公
表当時の病院会計を除いた，アメリカの非営利組織
体会計における基金会計について確認しておきたい．
最後に，����年版における基金会計について詳細

に検討する．
．．病院会計における基金会計の歴史的背景

まず，病院会計において，基金会計が採用されて
いる歴史的背景を考察すれば，アメリカの公会計の
存在がある．その根拠として，非営利組織体会計の
基金概念を提起し，発展させたのは（アメリカの※
筆者挿入）公会計においてであり，やがてその他の
非営利組織体会計に浸透していったといわれてい
る��．
ただし，アメリカの公会計は，旧基金概念���を
使用した現金収支会計と呼ばれる現金収支の単式記

録が普及していたが，近代的基金概念���による基
金会計へ転機し，その転機した要因の一つに複式簿
記の適用が指摘出来るとしている．その適用が指摘
出来る理由として，菊池祥一郎氏は，次のように述
べられている．「公会計において，前述の如く現金
収支の単式簿記を基礎にしているかぎり，かりに，
基金として分離された現金に対しても，エクエテイ
ズ（持分）の観念は，その関心の対象にすらならな
いことはいうまでもない．したがって，基金それ自

体を一個の会計実体又は会計単位（���．����）と
して（筆者注 　原文ママ）考え方も発見できなかっ
たであろう．複式簿記が導入されるとき，ここに始
めて現金のみならず，他の資産に対するエクエテイ
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ズの概念が萌芽されることになると同時に，資産と
エクエテイズの同時的算定が形成されうる．エクエ
テイズを要求する複式簿記は，必然的に基金として
他から分離されたる資産又は財源に対するエクエテ

イズの観念を考慮せしめるに至る理由が，概ねこれ
で明らかにされたと考えられよう��．」
上記を踏まえて，����年版の基金会計におけるア
メリカの公会計の影響を考察すれば，筆者は，����
年版の基金会計が，アメリカ公会計の近代的基金
概念による基金会計の影響を受けていると考える．
����年版の考察は後述するにしても，その理由とし
ては，以下の �点が挙げられる．
（�）����年版において，各基金を会計実体の最小

単位としている点
（�）����年版において，基金会計と共に，複式簿

記が導入されており，基金毎の持分が存在す
る点

．�．アメリカの非営利組織体会計における基金

会計（病院会計を除く）

次に，����年版公表当時の病院会計を除いた，アメ
リカの非営利組織体会計における基金会計について
確認する．以下では，その確認のためにアメリカの

非営利組織体会計の意思決定有用性アプローチに基
づく最初の研究であるアメリカ会計学会（��������

���� ����, �����������：以下，���）の第一次フ
リーマン委員会報告書��（/����� �� ��� ���������

�� ���� ����, )�������� �� ���2���2)��#� '�,�2

��3������［�����	］）に基づいて考察する．そのフ
リーマン報告書によれば，「大半の非営利組織体会
計における最近の会計及び報告に関する実務は，ほ
とんど排他的に，年度毎の個々の基金実体に対する

法的な現金会計責任（!����� ���� ���4����5）から
発展し，その責任に焦点に当てており，しばしば目
的適合性と普遍性を欠き，�%'$�*���において提
案される会計目的を十分に満たしていない」という
認識に基づいている（フリーマン報告書，��）���．
したがって，本報告書では，「基金毎の会計報告書の
有用性は制限されるので，全体としての複合業務実
体の適切な情報を提供する方法として，基金を結合
し，あるいは基金情報を統合する追加的報告書の開

発に注意が向けられることが望ましい」と勧告して
いる（フリーマン報告書，��）．
つまり，����年版公表当時の病院会計を除いた，

アメリカの非営利組織体会計における基金会計は，
個々の基金実体に対する法的な現金責任会計に焦点
を当てる余り，全体としての複合業務実体の適切な
情報を提供しておらず，その結果，�%'$�*の会
計目的を十分に満たしていなかったといえる．

さらに上記を踏まえて，筆者は，別項にて以下の
通り述べている．「つまり，大半の非営利組織体会
計（病院会計を除く）は，本報告書で指摘されてい
る個々の基金実体に対する法的な現金会計責任に焦

点を当てる余り，全体としての複合業務実体の適切
な情報を提供しておらず，その結果，�%'$�*の
会計目的を十分に満たしていなかった．そこで，筆
者は，紙幅の関係上，別項で詳細は述べるとしても，
����年版が，基金情報を統合する追加的情報の開発
が望ましいという勧告の趣旨を先取りする形で公表
されたのではないかと考える��」
したがって，以下では上記で述べた通り，����年
版が，いかにフリーマン報告書の勧告の趣旨を先取

りする形で公表されているかについて考察したい．
その考察に当たって焦点を当てるのは，「基金会計」
と「病院全体の会計」を，いかに技術的に同時並行
で行うのかという点である．その考察に入る前に，
����年版における基金会計に関する記述の詳細を明
らかにし，����年版で示されている財務諸表につい
て考察したい．
．�．���年版における基金会計

まず，����年版における基金会計の記述の詳細を

述べる．病院会計において基金会計が要求される背
景には，寄贈者の意図が，しばしば，基本財産の条
件に応じて費消される利益のみを投資し，基本財産
の額をそのまま完全に維持することを要求するため
であるとしている．その要求の結果，道徳的，且つ
法的義務に加えて，寄贈者の意図による拘束性を保
持するために，特定の病院活動及び機能に制限しな
ければならない資源グループを別会計とする経営管
理の必要性が生じ，その必要性に応じて基金会計が

会計システムとして開発されたとしている（����年
版，��）���．
しかし，����年版の別の箇所においては，病院会
計において，基金会計の実際の必要性があるかない
かの議論が存在するとしている．その議論とは，病
院における基金会計の採用が，一般的に，州のサポー
トとしての法律によって要求される一方で，その他
の状況においては，病院会計の権威団体が，基金会
計の必要性に関して同意していないということであ

る（����年版，��）．
上記の通り，基金会計が要求される背景や，必要

性に関する議論があるけれども，����年版において
は，基金会計を会計慣行と位置づけ，以下で述べる
通り，����年版と同様に基金会計を踏襲している．
次に，����年版で示されている財務諸表につい

て考察する．����年版で示されている財務諸表は，
以下の図 �から図 6の通り，貸借対照表（$������
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図 � 貸借対照表

図 � 基金残高変動表

%����），基金残高変動表（%�������� �� ����,�� ��

- �! $�������）及び二種類の損益計算書（&�����

%��������）である．
上記で述べた通り，����年版においても，基金会

計が採用されていたし，それと同様に，病院全体の
損益計算書も����年版において示されていた．しか
し，����年版では，基金会計と病院全体の損益計算
を，いかに技術的に同時並行で行うのかについて触

れられていない．ところが，����年版においては，

基金会計と同時に，病院全体の損益計算を行う場
合の二つの損益計算法が示されている（����年版，
����）．その二つの計算方法は以下の通りである．
（�）単独損益計算書法（%��,�� &����� %��������

.����!）
（�）連結損益計算書法（�������!���! &�����

%�������� .����!）




�	 谷 　光 　　　透

図 � 損益計算書（単独損益計算書法）

図 � 損益計算書（連結損益計算書法）

二つの方法について述べる前に，先ほど述べた図
�から図 6に基づいて，
つの財務諸表の関連性を
明らかにするために，簡略化した財務諸表を示し，そ
の関連性を矢印で示したものが図 �と図 �である．

以下では，図 �と図 �に沿って，二つの方法につ
いて述べることにする．（�）の方法は，図 �で示さ
れている通り，基金残高変動表において，特定目的

基金の「研究報奨金及び補助金」の �と「投資利益
7 特定目的」�が，「営業基金への転換」において，
「特定目的7 支出」△ �と「特定目的 7 投資利益」
△ �として減算され，損益計算書において，その二

つの減算額の合計額である �を「特定目的基金振替
収入」 �として計上している．その他，損益計算書
の「基本財産基金振替収入」 6と「設備基金振替収
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図 � 財務諸表の要約

図 � 財務諸表の要約

入」
も同様に，基金残高変動表において減算され，
同額損益計算書に計上されている．
上記のように，各基金残高の一部について，損益

計算書において振替収入として計上される理由は，
基金会計が要求される背景で述べた通り，原則とし

て，基本財産の条件に応じて費消される利益のみを
投資し，基本財産の額をそのまま完全に維持するか
らであると考える．ただし，振替収入として損益計
算書に計上されるかどうか，あるいは営業基金に転

換されるかどうかは，寄贈者拘束性の有無が基準で
ある．
（�）の方法は，図 �で示されている通り，各基金
に生じた損益を，各資金に区別した損益計算書で計
上し，基金毎の損益計算書の合計額を示している．

その合計額を示すことを可能とする背景には，基金
毎に収益と費用の勘定が存在していることが推測出
来る．
上記を踏まえて，筆者は，����年版が，上記の（�）
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と（�）の方法のどちらの方法を採用するにしても，
病院外部に公表するかどうかは別として，基金毎の
貸借対照表，損益計算書及び基金残高変動表の勘定
集計を行うことを前提とし，その三つの財務諸表を

作成した上で，病院全体の財務諸表を作成すること
を想定していたのではないかと考える．
さらに，二つの方法が����年版において提示され

ている背景を考えるならば，その当時の病院は，上
記で述べた通り，州の法律等，あるいは寄贈者の意
図を受けて，基金会計が会計慣行として定着してお
り，各基金が「会計実体」であったと考える．しか
し，上記で触れたフリーマン報告書にあったように，
全体としての複合業務実体の適切な情報を提供する

必要性が生じたことにより，病院全体の財務諸表を
作成すると同時に，以前からの州の法律等の外部か
らの要請に対応するために，先行した基金会計の会
計慣行を保存した結果，二つの方法が����年版にお
いて提示されているのではないかと考える．換言す
れば，筆者は，「基金会計」と「病院全体の会計」を
共存させるために，つまり「個」と「全体」という
相反する会計を同時に実行した結果，この二つの方
法が提示されていると考える．

最後に，上記を踏まえて，����年版が，いかにフ
リーマン報告書の勧告の趣旨を先取りする形で公表
されているかどうか，について述べるとすれば，筆
者は，図 �� 6の通り，先ほど述べた「基金会計」
を並存させながら，一部不完ではあるにしても，概
ね勧告の趣旨を達成していると考える．筆者が考え
る，その一部不完全な情報提供である点は，以下の
�点である．
（�）貸借対照表について，基金毎の資産合表示を

優先させた結果，例えば，病院全体の「現金」
勘定残高が表示されない点や，病院全体の「流
動資産」合計が明らかにならない点

（�）二つの損益計算法のうち，連結損益計算法が，
基金毎の損益計算書を多桁式で表示している
ため，一目瞭然に「病院全体の損益」を把握す
ることが困難である点

上記の通り，二つの不完全な点があるけれども，
����年版は，����年版で示されていなかった「基金

会計」と「病院全体の会計」を，いかに技術的に同
時並行で行うかについて，�つの方法（単独損益計
算書法と連結損益計算書法）を提示しており，一部
不完全な情報提供であるとしても，概ねフリーマン
報告書の勧告の趣旨を先取りする形で公表されてい
たと考えることが出来る．

�．費用収益対応の原則（�������� �� ����! ���

�"#��!�!）の概要

費用収益対応の原則の考察に当たって，����年版
と����年版における費用収益対応の原則を含めた会

計原則全般に関する記述に注目すると，前者では，
会計原則に関する記述がなく，後者では，���が推
奨している「一般に認められた会計原則」（,�������5

�������4�� ���� ����, ����������）について記述し
ている点が挙げられる（����年版，��）．
しかし，筆者が別項にて指摘した通り，����年
版で記述されている「会計原則」については，正
確な定義が無いとした上で，����年版の「会計原
則」は，概念（�������），公準（��� ������），慣

行（���0�������）及び規制（� ��）を含めた幅広い
意味で定義されているとしている．その他にも，営
利組織に適用される多くの会計原則は，病院に等し
く適用されているとしている．しかしながら，「病
院の特異な属性」は，しばしば，一般的な会計原則
の修正，あるいは新たな会計原則の開発が必要であ
るとしている（����年版，��）．
したがって，以下では，����年版の費用収益対応
の原則における「病院の特異な属性」に関する記述

に焦点を当てて概観する．その概観に当たっては，
まず費用収益対応の原則に関連する項目として，収
益，費用及び減価償却費を取り上げ，最後に費用収
益対応の原則そのものを取り上げる���．
�．．収益（�� ����）

「収益」における「病院の特異な属性」に関する記
述は，患者サービス収益会計において，獲得した総
収入を発生基準で，完全且つ正確に収集するという
点である．さらに，患者サービス収入は，収益を生

み出す組織ユニットの収益を，最初に定義する方法
で勘定を積み上げるべきであり，その後，患者の種
類（入院患者，外来患者等），患者の財政状態，ある
いは，����年版の
�ページで示されている，いくつ
かのその他有意義である方法に応じて，これらを再
分類すべきであるとしている（����年版，����）．
その他の収益に関する「病院の特異な属性」に関

する記述には，病院が患者ケアに直接的でない源泉
から生じる収益を有している点が挙げられる．例え

ば，病院は教育プログラムを扱っており，その授業
料は，プログラムを取り扱った時間と比例する基準
で，利益として計上すべきであるとしている（����

年版，��）．
�．�．収益からの控除（$��������! %&�' �� ����）

「収益からの控除」における「病院の特異な属性」
に関する記述は，病院が，提供するサービスに対し
て，完全な，確定した率以下，7しばしば，何も受
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取らない場合がある 7 で受取っている点である．
さらに，会計情報として，潜在的な総収入及び提供
したサービスに対する確定した率での，未収入金回
収能力不足を原因とした収入損失を共に反映するこ

とは，必要不可欠であるとしている．「収益からの
控除」と呼ばれる収入損失は，以下の通り，基本的
に �つの種類があるとしている（����年版，��）．
（�）チャリティーサービス
（�）契約調整額
（
）ポリシー割引額
（6）管理調整額
（�）貸倒引当額
最後に，上記の項目全ては，費用よりも，総収入

からの直接控除額として記録及び報告されるべきで
あるとしている（����年版，��）．
�．�．費用（�"#��!�!）

「費用」における「病院の特異な属性」に関する記
述は，病院における費用分類に関する点である．そ
の費用会計の目的とは，費用を病院の責任センター
と明らかに結びつける方法であり，完全，且つ意義
のある費用の記録は，発生主義で計算するというも
のである．さらに，そのセンター内での費用のさら

なる分類は，支出の目的に応じるか，あるいは，統
一財務報告の目的のための再分類を可能にする方法
で行うべきであるとしている（����年版，��）．
�．(．減価償却費（$�#&��������）

「減価償却費」における「病院の特異な属性」に
関する記述は，病院の設備資産の大半が，寄贈によ
る取得，あるいは寄贈資金による購入である点を考
慮して，減価償却費を認識すべきかどうかの議論を
紹介している点である．

そうした議論の中に，病院での減価償却不要の議
論があるにしても，����年版では，病院によって所

有されている全ての資産 7どのような資産が取得
されたかに関係なく 7 病院の貸借対照表に含めな
ければならないとしている．さらに，もし，資産が
減価償却可能であるならば，減価償却費を認識すべ

きであり，もし，その資産の減価償却を無視すると，
不一致を起こし，混乱が生じるであろうとしている
（����年版，��）．
�．)．費用収益対応の原則（�������� �� ����!

��� �"#��!�!）

「費用収益対応の原則」における「病院の特異な
属性」に関する記述は，純利益の決定に関するもの
である．最初に，その決定には，「収益」，「収益控
除」及びその期間に関連する費用の金額の測定を要

すると記述している．「収益」，すなわち病院収益は，
獲得した期間，すなわち，サービスが患者に提供さ
れて，そのサービスの法的請求権がサービスの価値
に応じて患者に発生する期間に記録されるべきであ
るとしている（����年版，�
）．
「費用収益対応の原則」において最も強調されて
いることは，「収益控除」を会計期間の総収益に対
して，十分に対応しなければならないという要求で
ある．その要求を具体的に述べるとすれば，「収益

控除」は，患者未収入金の大半が，患者あるいは第
三者スポンサーから回収された後に残る一部の未収
入金を，収益からの控除項目として消去される部分
である．しかし，未収入金の大半が回収された時点
で，最終的な「収益控除」の額が確定しない場合で
も，「収益控除」は，関連する収益が記録されるのと
同様の期間に会計認識されることが重要であるとし
ている．����年版で示されている「収益控除」の仕
訳例は，以下の表 �の通りである（����年版，�
）．

表 � 収益控除の仕訳例
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お わ り に

上記までの考察内容を要約すれば，以下の通りで
ある．
「 �．�．病院会計における基金会計の歴史的背

景」では，����年版において会計慣行として取り上
げられている基金会計の歴史的背景において，アメ
リカ公会計の存在があることを指摘した．その指摘
の根拠として，基金会計を提起・発展させたのは，
アメリカ公会計であり，やがて，その他非営利組織
体会計に浸透したといわれていることを指摘した．
それを踏まえて，筆者は，����年版の基金会計が，
アメリカ公会計の近代的基金概念による基金会計の
影響を受けていると述べ，その理由として，以下の

�点を指摘した．
（�）����年版において，各基金会計を会計実体の

最小単位としている点
（�）����年版において，基金会計と同時に，複式

簿記が導入されており，基金毎の持分が存在
する点

次に，「 �．�．アメリカの非営利組織体会計にお
ける基金会計（病院会計を除く）」では，����年版公
表当時の病院会計を除いたアメリカの非営利組織体

会計における基金会計が，個々の基金実体に対する
法的な現金責任会計に焦点を当てる余り，全体とし
ての複合業務実体の適切な情報を提供しておらず，
その結果，�%'$�*の会計目的を十分に果たして
いなかったことを指摘した．
「 �．
．����年版における基金会計」では，主
に����年版が，基金情報を統合する追加的報告書の
開発という，フリーマン報告書の勧告の趣旨を先取
りする形で公表されているか，について考察した．
その考察に当たって焦点を当てたのは，「基金会計」

と「病院全体の会計」を，いかに技術的に同時並行
で行うのか，という点であった．その考察に入る前
に，����年版における基金会計の記述と，����年版
の簡略化した財務諸表を考察し，その記述と考察を
要約すれば以下の 6点である．
（�）����年版において，基金会計が要求される背

景には，道徳的，且つ法的義務に加えて，寄贈
者の意図による拘束性を保持するために，特
定の病院活動及び機能に制限しなければなら

ない資源グループを別会計とする経営管理の
必要性が生じ，その必要性に応じて，基金会計
が会計システムとして開発されたこと

（�）����年版の別の箇所においては，病院におけ
る基金会計の採用が，一般的に，州のサポート
としての法律によって要求される一方で，そ

の他の状況においては，病院会計の権威団体
が，基金会計の必要性に関して同意してない
ということ

（
）（�）と（�）の通り，基金会計が，要求される

背景や，必要性に関する議論があるけれども，
����年版においては，基金会計を会計慣行と
位置づけ，����年版と同様に，基金会計を踏
襲している点

（6）����年版では触れていなかったが，����年版
においては，基金会計と同時に，病院全体の損
益計算を行う場合の二つの損益計算法（以下，
��と ��）が示されている点

��単独損益計算書法（%��,�� &����� %��������

.����!）
��連結損益計算書法（�������!���! &�����

%�������� .����!）
上記の 6点を踏まえて，筆者が����年版について

考察した点は，以下の �点である．
（�）上記の（6）の ��，��のどちらの方法を採用す

るにしても，病院外部に公表するかどうかは
別として，基金毎の貸借対照表，損益計算書及
び基金残高変動表の勘定集計を行うことを前

提とし，その三つの財務諸表を作成した上で，
病院全体の財務諸表を作成することを想定し
ていたのではないか，という点

（�）「基金会計」と「病院全体の会計」を共存させ
るために，「個」と「全体」という相反する会
計を同時に実行した結果，上記（6）の ��，��

の方法が提示されているのではないか，とい
う点

上記の考察を踏まえて，����年版が，いかにフ

リーマン報告書の勧告の趣旨を先取りする形で公表
されているかどうか，については，「基金会計」を
並存させながら，一部不完全であるにしても，概ね
勧告の趣旨を達成していると述べた上で，その一部
不完全な情報提供である点を，以下の通り �点指摘
した．
（�）貸借対照表について，基金毎の資産合表示を

優先させた結果，例えば，病院全体の「現金」
勘定残高が表示されない点や，病院全体の「流

動資産」合計が明らかにならない点
（�）二つの損益計算法のうち，連結損益計算法が，

基金毎の損益計算書を多桁式で表示している
ため，一目瞭然で「病院全体の損益」を把握す
ることが困難である点

次に，「 �．費用収益対応の原則の考察」では，
����年版の費用収益対応の原則における「病院の特
異な属性」に関する記述について概観した．その概



アメリカの病院勘定体系（����年版）に関する一考察 
��

表 � 病院の特異な属性への対応方法一覧

観した内容に基づいて，「収益」をはじめとした各項
目に関連する「病院の特異な属性」と，その属性へ
の対応方法を考察した結果は，表 �の通りである．
上記までの考察を踏まえて本稿を総括する．本稿

の考察を通して明らかになった����年版の特徴は，
主に以下の �点である．

（�）アメリカの公会計の影響による基金会計と「病
院全体の会計」を同時並行で実施している点
（具体的には，技術的方法としての単独損益計
算書法と連結損益計算書法の提示）

（�）費用収益対応の原則をはじめとした「病院の
特異な属性」に対応するための営利組織にお
ける会計原則の修正，あるいは新たな会計原
則の開発

最後に，今後の筆者の課題は，本稿での考察の
中心となった����年版の改訂版である病院勘定体

系（����年版）（����� �� ���� ��� ��� ���������，
����）を通じて，アメリカの病院会計の特徴を明ら
かにすることである．引き続き，筆者の研究課題と
したい．

注

� � ）菊池祥一郎氏によれば，旧基金概念とは，およそ����年以前にアメリカの公会計において使用されていたもので，通

俗的概念での特定目的又は諸目的に対する分離されたる現金を意味していたといわれている．（菊池祥一郎：アメリカ

公会計論．初版，時潮社，��，����．）

� � ）菊池祥一郎氏によれば，近代的基金概念（あるいは現代的基金概念）とは，アメリカ公会計委員会（��	
��� ����
		��

�� ���
�
�� ������	
��）の一般に是認されたる基金定義であり，その定義は，「特定の法令，制限，又は拘束にし

たがって，特定の活動を遂行し，あるいは確実な目標を達成するために，分離されたる金銭，ないしその他財源の総額

にして，独立せる財政実体又は会計実体」であるとしている．（菊池祥一郎：アメリカ公会計論．初版，時潮社，��，

����．）

� � ）������とは，アメリカ会計学会（����
��� ������	
�� �����
�	
��）による「基礎的会計理論に関するステー

トメント」（� �	�	����	 �� ���
� ������	
�� ����� ：以下，������）の略である．������において提案

される会計目的とは，次の通りである．

�! 限りある資源を利用することについて意思決定を行うこと．これはもっとも重要な意思決定の領域を確定しまた目

的や目標を決定することをふくむ．

�! 組織内にある人的資源および物的資源を効率的に指揮，統制すること．

�! 資源を保全し，その管理について報告すること．

"! 社会的な機能および統制を容易にすること．

����
��� ������	
�� �����
�	
��：� �	�	����	 �� ���
� ������	
�� ����� ，����
��� ������	
�� ����#

�
�	
��，$%���	��，&
��
�，"，����．（飯野利夫：アメリカ会計学会 　基礎的会計理論，初版，国元書店，' # � ，

����．）

� " ）本稿における第一次フリーマン委員会報告書からの引用箇所は，本文中で（フリーマン報告書，((）とする．

� ' ）本稿における����年版からの引用箇所は，本文中で（����年版，((）とする．

� � ）����年版において，費用収益対応の原則に関連する項目として，その他に「支出額の資本化」の項目に関する記述があ

るが，「病院の特異な属性」に関する記述は無かった．
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